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第３章 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柱１ 生産から販売に至る一貫した食品の安全・安心の確保 

１ 生産段階における安全・安心の確保 

２ 製造から販売に至る各段階における安

全・安心の確保 

（１）製造、流通、販売段階における安全・

安心の確保 

３ 人獣共通感染症対策を含む食品に関する危機管理体制の整備 

（２）食品の適正な表示の推進 

（３）流通食品等の安全・安心の確保 

柱２ 食品関連事業者の自主的な取組の促進 

１ 生産段階における自主的な取組の促進 （１）安全・安心な農林水産物の供給のため

の自主管理体制確立の促進 

（２）ＧＡＰ導入の促進 

２ 製造・加工・調理段階における自主的な

取組の促進 

（１）安全・安心な食品の供給のための自主

管理体制確立の促進 

 

（２）ＨＡＣＣＰの適切な運用のための支援 

３ 自主回収報告制度による不良食品等の回収の促進 

４ 食品の安全性確保等に関する調査研究の推進 
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柱３ 食品の安全・安心の確保に関する相互理解の促進と信頼関係の確立 

２ 食品の安全・安心の確保に関する普及・

啓発 

（１）消費者及び食品関連事業者に対する普

及・啓発の推進 

３ 情報及び意見の交換の促進 

４ 食品関連事業者の人材の育成  

 

１ 関係機関、関係団体等との連携 

（２）学校における教育活動の推進 


